
平成２９年 １２月１５日 

四国地方整備局 中村河川国道事務所 

積雪・凍結区間に緊急作業用スコップと融雪剤を配備しました！ 
～立ち往生やスリップのおそれがある場合に使って下さい～ 

高知県西部の道路では、これからの時期、路面への積雪や凍結が予想されます。

国道５６号においても積雪・凍結のおそれがあります。 

国土交通省中村河川国道事務所では冬期における円滑な道路交通の確保のため、

凍結防止剤散布や除雪作業を行いますが、万が一、車が動けない状況になりお困り

の際には、ドライバー自らが除雪作業できるよう国道５６号に緊急作業用のスコッ

プと融雪剤【別紙－1】を配備しましたので、ご活用下さい。 

なお、冬の道路の通行は、冬用タイヤへの交換・チェーンの装着・携行を行っ

てください。 

※使用後は必ず元の位置にお戻し下さい。

※大雪により立ち往生した場合・立ち往生車両を見つけた場合は、

道路緊急ダイヤル＃９９１０（２４時間受付・無料）までお知らせ下さい。

本施策は、四国圏広域地方計画の広域プロジェクト 

【No.1 南海トラフ地震を始めとする大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト】 

に該当します。 

お問い合わせ先（○は主なお問い合わせ先） 

国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所 

電話 ０８８０－３４－７３０１（代表） 

副所長（道路） 川﨑
かわさき

 光洋
こうひろ

  （内線２０５） 

○道路管理課長 白川
しらかわ

 幸三
こうぞう

 （内線４３１） 



緊急作業用スコップと融雪剤 別紙－1



都道府県道路交通法施行細則または道路交通規則にて積雪または凍結した路面での冬用
タイヤの装着等いわゆる防滑処置の義務が規定されています。（沖縄県を除く）
違反行為については、反則金が適用される場合があります。（大型：7千円、普通：6千円）
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